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成年後見制度とは・・ご相談下さい 
 

成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が十分で

ない人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益をこ

うむったり悪質商法の被害となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。 

  

例えば 

悪質商法などの被害が心配  

Q．親に物忘れの心配があり、離れて暮らしているので訪問販売など悪質商法にね

らわれたらと心配・・・・ 

A．成年後見制度を利用することで、契約内容によっては売買などの行為を取り消

すことができます。 

将来の不安解消 

Q．ひとり暮らしなので、将来、認知症など病気になった時のことが不安です。 

A．ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に、あらかじ 

めご本人自らが選んだ『任意後見人』にあらかじめしてもらいたいことを『任

意後見契約』で決めておく任意後見制度があります。 

お金の管理や契約行為への負担 

Q．最近お金の管理に自信がなくなってきました。財産の管理を安心して任せられ

る人がいたら、と思うのですが・・・ 

A．判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に手続きを行い、支援者（後見人、保佐

人、補助人）が選ばれる法定後見制度があります。本人に代わり財産管理や身

上監護（医療、福祉を含む契約行為など）の支援を行います。 

 

このように住み慣れた地域で安心して暮らせるよう様々な制度が整っています。 

少しでも不安に思われることがあれば、市役所や地域包括支援センター、高齢者・

障がい者権利擁護サポートセンターへご相談下さい。 

丹波篠山市地域包括支援センターだより 
 

社会福祉法人 丹波篠山市社会福祉協議会 
丹波篠山市東部地域包括支援センター（担当地区：篠山・城東・多紀） 

〒６６９－２４４１ 丹波篠山市日置３８５番地１（城東公民館内） 
ＴＥＬ ５５６－２３４０ ＦＡＸ ５５６－２３５１ 

丹波篠山市西部地域包括支援センター（担当地区：西紀・丹南・今田） 
〒６６９－２２０５ 丹波篠山市網掛３０１番地（丹南健康福祉センター内） 
ＴＥＬ ５９４－３７７６ ＦＡＸ ５９０－１５５７ 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 と  き と こ ろ 内  容 問い合わせ先 

ホッと・ひといき
カ フ ェ 

10月 12日（火） 
11月８日（月） 
（第２月曜日） 

13：30～ 

城下まち会館 

認知症介護で悩ん
でいる人や認知症
に関心がある人が
気軽に立ち寄れる
スペース 

丹波篠山市役所 
長寿福祉課 
高齢支援係 
T E L 5 5 2 - 5 3 4 6 

 
 

東部地域包括支援センター 
T E L 5 5 6 - 2 3 4 0 

 

西部地域包括支援センター

T E L 5 9 4 - 3 7 7 6 

 

たきたきカフェ 

10月 20日（水） 
11月 17日（水） 
（第３水曜日） 

10：00～ 

旧保健センター 
（東雲診療所隣） 

りんごカフェ 

10月 13日（水） 
11月 10日（水） 
（第２水曜日） 

14：00～ 

西紀老人福祉センター 

カフェやすらぎ 

10月 14日（木） 
11月 11日（木） 
（第２木曜日） 

13：30～ 

やすらぎ古市館 

かやのみカフェ 
11月 28日（日） 
(奇数月第４日曜日) 

10：00～ 
中立舎 

ささやまみらい 
カ  フ  ェ 

開催日未定 
（第１月曜日） 

14：00～ 

兵庫医科大学ささやま医療センター  
ささやまみらい談話室 

今月の耳寄り情報 

 

★今月の認知症カフェだより★ 

 

『丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁

護サポートセンター』をご紹介します 

 
丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポート

センターとは、高齢者や障がいのある方が、住み

慣れた「丹波篠山」で自分らしく安心して暮らし

続けることができるように、個人の権利と生活を

守るためのセンターです。 

例えば「物忘れがひどくなりお金の管理や財産

管理に自信がない」「一人暮らしで身寄りがなく、

これからの生活が不安」などの相談をしていただ

くことができる窓口です。 

実際に、認知症のご本人のことでご家族が相談

され、成年後見制度に繋がりご本人は安心した生

活を送っておられます。 

毎月２回、弁護士、司法書士、社会福祉士によ

る無料の専門相談会が開催されているので、お気

軽にご相談ください。 

丹波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター 

ＴＥＬ ０７９－５９４－２０２２ 

Ｑ．近くの集合住宅に住んでいる一人暮ら

しの男性宅に救急車がきていました。近

所との付き合いはほとんど無く、本人の

状況や親族がおられるかどうかもわか

りません。歩いておられる様子からする

と、かなり以前から歩きにくそうで気に

なっていました。自宅に帰って来られた

としてもこれからの生活が心配です。何

か協力できることがあればと思います

が、どのように関わったら良いでしょう

か。 

 

Ａ.地域包括支援センター職員が自宅を訪

問し本人と面談しました。今回は、持病

の悪化により動けなくなった事から自

分で救急車を呼ばれましたが、処置を受

けて自宅に戻られていました。生活のな

かに困りごとが増えてきている様子だ

ったため、今後は、病気の治療と並行し

て支援を受けられるようにすすめてい

くことと、近所の方にも見守りをお願い

しました。 

 

こんな相談がありました 

 

※新型コロナウイルスの状況に応じて開催の有無や時間短縮を判断することもあります。 


